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第１章 計画の策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨 

 

食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品のことで、食品の生

産、製造、販売、消費等の各段階において、様々な形で発生しています。 

近年、食品ロスに関する国際的関心が高まる中、２０１５（平成27）年の国連サミット

で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ*1」に基づくSDGs*2（持続可能

な開発目標）の、「目標12. 持続可能な生産消費形態を確保する」において、食料廃棄の

減少が重要な柱として位置付けられ、「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全

体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失*3などの生産・サプライチェーン*4

における食料の損失を減少させる。」が国際目標として設定される等、食品ロスの削減

は、非常に重要な世界的問題であり喫緊の課題となっています。 

我が国においては、多くの食料を海外からの輸入に依存しているにも関わらず、売れ残

りや食べ残し等の理由で、食品が日常的に廃棄され大量の食品ロスが発生しています。 

２０１９（令和元）年度推計では年間５７０万トンもの食品ロスが発生しており、事業

系（食品関連事業者から排出されるもの）が３０９万トン、家庭系（各家庭から排出され

るもの）が２６１万トンとなっています。 

 

 

こうした現状を踏まえ、国内における食品ロスの削減を総合的に推進するため、 

２０１９（令和元）年１０月に「食品ロスの削減の推進に関する法律」（以下、「食品ロ

ス削減推進法」という。）が施行され、２０２０（令和２）年３月には、食品ロス削減推

進法第１１条の規定に基づく「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」（以下、

「国の基本方針」という。）を策定しました。 

県においては、県民生活や事業活動等における食品ロスの削減を図るため、食品ロス削

減推進法第１２条に基づく「大分県食品ロス削減推進計画」を２０２１（令和３）年３月

に策定し、取組を進めています。 

本市においても、市民生活や事業活動等における食品の生産から消費の過程で発生する

食品ロスを計画的に削減するために「大分市食品ロス削減推進計画」を策定し、消費者、

事業者、関係団体、行政等が連携・協働して取組を進めていきます。 

 

  

「食品ロス」とは 売れ残りや食べ残しなどの理由で、本来食べられるのに捨てられる食品

国内の食品ロス量 年間５７０万トン（2019年度推計）
　≒国連世界食糧計画（WFP）による食料援助量４２０万トン（2020年度実績）の１．４倍

食品ロス量の内訳

・事業系食品ロス量：３０９万トン（５４％）
事業活動に伴って発生するもの(規格外品や売れ残り、飲食店での食べ残しなど）

・家庭系食品ロス量：２６１万トン（４６％）
各家庭から発生するもの（食べ残し、直接廃棄など）

【国内の食品ロスの現状】
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【食品ロスの主な発生要因(フロー図)】 

 
出典：消費者庁「令和2年版消費者白書」 

 

２ 計画の位置付け 

 

この計画は、食品ロス削減推進法第１３条第１項の規定に基づき、市町村が国の基本方

針を踏まえて策定する「市町村の区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画」

（市町村食品ロス削減推進計画）として位置付けます。 

また、この計画は、「大分市一般廃棄物処理基本計画」及び「第３期大分市食育推進計

画」との調和を図ります。 

 

 
 

３ 計画の期間 

 

この計画の期間は、２０２２（令和４）年度から２０３０（令和１２）年度までとしま

す。なお、計画の期間中に社会情勢の変化や食品ロス削減推進法などの関係法令や制度の

改正等が行われ、計画の改正の必要がある場合には、必要な見直しを行います。 

 

【計画の位置づけ】 食品ロスの削減の推進に関する法律

食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針

大分市食育推進計画

大分県食品ロス削減推進計画

大分市一般廃棄物処理基本計画

大分市食品ロス削減推進計画
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第２章 本市における食品ロスの現状と課題 

 

１ 本市における食品ロスの発生状況 

 

市内の食品ロス量のうち、家庭系については本市で実施した食品ロス実態調査*5の結果

を基に推計し、事業系については国及び県の推計方法を参考に２０１７（平成２９）年度

の市内の食品ロス量を推計しています。 

その結果、市内の食品ロス量は２０１７（平成２９）年度推計で、家庭系が 

１２，６８０トン、事業系が７，８７１トン、合計２０，５５１トンでした。これを市民

一人当たりに換算すると、年間４３．０kg となり、一日当たりでは１１８ｇの食品ロス

が生じていることとなります。 

 
 

 

（１）家庭系食品ロス 

大分市食品ロス実態調査の結果、家庭系食品ロスの内訳は、多い順に、食べ残し、手つ

かず食品（直接廃棄）となっています。 

原因としては、購入したことを忘れたり、買物の前に冷蔵庫の中を確認していなかった

ため、同じ物をまた買ってしまうことなどにより、消費・賞味期限切れ等の手つかず食品

が生じてしまっていることが挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業系食品ロス 

事業系食品ロス量を業種別にみると、外食産業が３，７９９トン（４８％）、食品小売

業が２，０４５トン（２６％）、食品製造業が１，８３２トン（２３％）、食品卸売業が

１９５トン（２％）となっています。 

 

  

割合

家庭系 12,680トン 62% 年間排出量

事業系 7,871トン 38% １日あたり排出量

合計 20,551トン 100%

４３．０㎏

【食品ロス発生状況】　2017（平成29）年度推計結果

１１８ｇ

市民一人当たり市内の食品ロス量

食品ロス実態調査の様子 手つかずの食品(直接廃棄) 
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２ 本市における食品ロスの発生抑制の課題 

 

これまで、食品ロスの削減に向けて、家庭系を対象にした3きり運動（使いきり・食べ

きり・水きり）や、事業系を対象にした宴会等での食べ残しを減らす3010運動*6をはじ

め、各種啓発（テレビ・ラジオ・新聞広告等、広報誌・市ホームページ、公式SNS、啓発

チラシ・ポスター、家庭ごみ分別事典、街頭啓発、イベント、懇談会等）を実施してきま

した。 

食品ロス削減のためには、「理解」するだけにとどまらず「行動」に移すことが必要で

あることから、食品ロスに関する認知度の向上を図るだけでなく、市民・事業者の具体的

な行動に繋がるよう行動の変容を促すための周知啓発に取り組む必要があります。 
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消費者

事業者 関係団体

行 政

第３章 計画の基本的な考え方及び推進施策 

 

１ 基本的な考え方 

食品ロスを削減するためには、私たち一人ひとりがこの問題を認識し、行動に移すこと

が必要です。そのためにも、消費者、事業者、関係団体、行政等が協働し、食品ロスの削

減を推進していきます。 

 

２ 推進施策 

 

（１）食品ロス削減のための環境整備 

① 多様な主体が連携した市民参加の食品ロス削減運動の展開 

食品ロスの削減を推進するため、消費者、事業者、関係団体、行政等の関係機関で

組織された「大分市食品ロス削減推進計画策定委員会」（以下、「策定委員会」とい

う。）を中心に、食品ロス削減に向けた気運の醸成や削減対策に連携・協働して取り

組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 実態把握のための調査や効果的な削減施策の検討 

市内の食品ロスに関する実態調査やアンケート等の実施により、現状把握に努める

とともに、調査結果を基により効果的な削減施策を検討し、その施策を推進します。 

事業者と行政が連携し、効果的な食品ロス削減の方法等、情報収集に努めるととも

に、その情報を消費者、事業者、関係団体で共有するなど積極的に活用していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
「食品ロス」に対する市民の認知度 

【食品ロスに関するアンケート結果】 
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抜粋：大分市「ごみ減量・リサイクル」及び「家庭ごみ有料化制度」に関する市民意識調査報告書（令和２年度） 

 

③ 先進的な取組事例等の情報収集・優良事例等の情報発信 

市ホームページや公式SNSなどの各種広報媒体を活用し、食品ロス削減の取組に関

する先進的な事例等を収集し、模範となる取組をしている個人・団体や優良事例等を

情報発信することで、食品ロス削減に関する意識啓発や気運の醸成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公式 SNS(インスタグラム・ツイッター) 

市ホームページ（３きり運動・食品ロス削減） 

家庭における食品ロスの発生状況について 



- 7 - 

 

 

 

 

 

（２）発生抑制の推進 

① 食品ロスの削減にむけた普及・啓発 

行政や関係団体により、消費者・事業者等に対する幅広い知識の普及・啓発を行

い、食品ロスについて考える機会を創出し、消費者・事業者等がそれぞれの立場で実

践できる取組を促進します。 

 

（具体的な取組） 

ア．１０月の食品ロス削減月間を中心に、食品ロスの削減をテーマにした各種イベン

トの開催や、市民を対象とした「ごみ減量・リサイクル推進懇談会」等の開催、環

境展等のイベントへ食品ロス削減ブースの出展などにより、消費者や事業者が食品

ロスの削減について考える機会を創出します。 

イ．環境教育の実施や、食品ロスの削減に関する啓発用品の作成・配布、市ホーム

ページや公式SNSを活用し、子どもやその親を中心とした若い世代に対して重点的

な普及・啓発を行います。 

ウ．食品の期限表示である「消費期限*7」と「賞味期限*7」の違いを周知啓発するこ

とにより、賞味期限直後の廃棄を減らすとともに、消費・賞味期限前食品の購入を

促すキャンペーンの実施などにより小売店での期限間近の商品の購入を促します。 

市報内リサイクルおおいた（2020.10.1号の一部抜粋） 
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出典：消費者庁食品ロス削減関係参考資料（令和３年８月２６日版） 

 

エ．「第3期大分市食育推進計画」の基本目標の１つである「食と農に関する知識を

養い、環境に配慮する」において、食品ロスを減らす食生活を推進します。 

オ．食品ロス削減の優良事例について、市ホームページや公式SNSで、情報発信を行

います。 

 

② 家庭における食品ロスの削減 

家庭における食品ロスの現状への理解を深めるとともに、日々の生活での食品ロス

削減につながるよう、わかりやすい取組を展開します。 

 

（具体的な取組） 

ア．「３きり運動」による「使いきり」「食べきり」「水きり」を実践することによ

り、家庭内食品の在庫管理や、食品ロスを削減する効果的な買い物の実践を呼びか

けるなど、食べ残しや手つかず食品の削減を推進します。 
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イ．市民一人ひとりが、食品ロス削減を意識した生活を送るため、「食品ロスダイア

リー*8」を市ホームページや市民を対象とした「ごみ減量・リサイクル推進懇談

会」等で活用します。「食品ロスダイアリー」は、記録することにより食品ロス削

減の効果があるといわれており、「食品ロスダイアリー」に取り組むことで、家庭

における食品ロスの発生状況を自ら把握し、食品ロス削減の意識向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ．「使いきりクッキング*9」を開催し、食材の無駄をなくす調理方法や、食材を長

持ちさせる保存方法などを普及・啓発します。 

エ．家族や自分自身の食事の適正量を考慮した調理を呼びかけるなど、「３きり運

動」の“食べきり”を推進します。 

オ．災害に備え備蓄していた食材が食品ロスに繋がらないようにローリングストック

法*10「備える。食べる。買い足す。」の活用を周知啓発します。 

 

③ 食品の流通段階での食品ロスの削減 

食品の流通段階における食品ロスの発生は、個々の事業者の取組だけでは解決が難

しいため、食品の一次生産から販売に至るまでの、食品供給の全体として解決を図る

ことや、その取組に対する消費者の理解が必要となります。そのため、消費者、事業

者、行政が連携し取り組むことが重要です。 

 

（具体的な取組） 

ア．食品ロスを削減するための「納品期限の緩和」や「賞味期限表示の大括り化」と

いった商慣習見直しを推進する事業者の取組を、市ホームページ等で周知啓発しま

す。 

 

 

大分市食品ロスダイアリー(市ホームページよりダウンロードできます。) 
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出典：消費者庁食品ロス削減関係参考資料（令和３年8月26日版） 

 

 

イ．農林漁業者から発生する規格外や未利用の農林水産物や、食品製造事業者から発

生する破損品や製造過程で発生する食品廃棄物等を活用し、加工等により新たな価

値のある商品として販売する仕組みの構築を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：消費者庁食品ロス削減関係参考資料（令和３年8月26日版）より抜粋 
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ウ．事業者と行政が連携し、消費者に対してすぐに食べる食品は、期限が近いもの

（消費・賞味期限間近の食品）から購入を促すキャンペーンの実施などにより、売

れ残り食品の削減を進めます。 

エ．３０１０運動の実施や、消費者が量を調節・選択できるメニュー（ハーフサイズ

メニューなど）の導入に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ．外食時の食べ残しの持ち帰りについては、食品衛生面に留意したうえで、自己責

任での持ち帰り容器を利用するなど、食べ残しの削減について周知に努めます。 

カ．各事業者の食品ロス削減に寄与する取組を、市のホームページ等で紹介し、食品

ロスの削減を推進します。 

 

④ 未利用食品等を有効活用するための活動の支援 

フードバンク*11活動は、食品ロスの削減に直結する取組であるため、フードバンク

活動への理解を促進します。また、未利用食品等の有効活用としてフードドライブ*12

活動の取組を推進します。 

 

（具体的な取組） 

ア．事業者等から発生する余剰在庫や納品・販売期限切れなどの食品、家庭で余って

いる食品など未利用食品等を、フードバンク活動団体を通じて各福祉施設・団体な

どに寄付するフードドライブ活動の取組を推進します。 

イ．賞味期限切れ前の災害備蓄食料について、自治会に配布し防災訓練時での活用

や、フードバンク活動団体を通じて各福祉施設・団体へ寄付するなど、有効活用を

図ります。 

 

 

環境省すぐたべくんポスター              3010 運動ポスター 
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（３）再生利用の推進 

事業者から排出される食品廃棄物については、家畜用飼料（エコフィード*13）への有効

活用や、肥料化を行う再生利用事業者と農林漁業者等が連携し、食品リサイクルループ*14

の構築を推進します。 

 

（具体的な取組） 

ア．事業者から排出される食品廃棄物については、肥料化を行う再生利用事業者と農

林漁業者等の各関係者が連携し、食品リサイクルループの構築を推進します。 

イ．畜産業と食品産業の連携を図るとともに、食品製造副産物（食品の製造過程で得

られる副産物）や、売れ残った食品、調理残さ、規格外や未利用の農産物等を利用

して製造される家畜用飼料（エコフィード）の生産・利用の取組など県と連携し、

主に製造段階において発生する副産物の有効活用を促進します。 

ウ．学校給食用調理施設においては、食品ロス削減等の取組を実施するとともに、可

能な限り調理くずや食べ残しなどの食品残さのリサイクルを推進することが必要で

す。 

 

 

  

フードバンク活動の関係図（食品・食材の流れ） 

食品・食材

各
企
業
・
個
人

フ
ー
ド
バ
ン
ク

各
福
祉
施
設
・
団
体
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第４章 各主体の役割と行動 

 

１ 消費者の役割と行動 

 

消費者は、まず食品ロスの現状を知ること、次にその問題の重要性を理解すること、そ

して食品ロス削減につながる具体的な行動を実践することとします。 

 

（具体的な取組） 

ア．食品ロス削減に関する行政や各種団体の施策に協力をすることとします。 

イ．食品関連事業者が取り組む商慣習の見直し（納品期限の１／３ルール*15・賞味期

限表示の大括り化）について理解し、小売店舗での手前どり（期限間近の商品の優

先購入）などを実践することとします。 

ウ．家庭内食品の在庫管理や食品ロスの削減に効果的な料理などを実践することとし

ます。 

エ．外食の際には、食べきれる量の注文や、宴会時には３０１０運動等を実践するこ

ととします。 

 

２ 事業者の役割と行動 

 

事業者は、食品リサイクル法に基づき食品ロスの削減や食品リサイクルを推進し、食品

ロス削減の重要性について理解を深め、社内における普及・啓発や職場でのフードドライ

ブの取組など未利用食品の活用にも取り組むよう努めます。 

また、食品ロス削減に関する施策に積極的に協力するとともに、消費者と協力して社会

全体で食品ロスの削減が推進されるよう努めるものとします。やむを得ず発生する食品廃

棄物については、飼料や肥料への利用、エネルギーの回収利用などの再生利用を推進する

こととします。 

 

（具体的な取組） 

ア．規格外や未利用の農林水産物などは、加工品への利用など有効活用を促進し、生

産段階で発生する食品ロスの削減に取り組むこととします。 

イ．商慣習の見直し（納品期限の１／３ルール）や、消費・賞味期限の延長に努める

とともに、賞味期限表示の大括り化（年月表示・日まとめ表示）を推進します。ま

た、消費者に対して消費期限や賞味期限の設定方法等について情報開示するなど安

全面に対する信頼性の向上に努めることとします。 

ウ．需要予測に基づく仕入れや販売など、商品の売り切りに努め、小分け販売・少量

販売など、消費者が購入量を調節・選択可能な方法について工夫をすることとしま

す。 

エ．宴会等の利用客に対する食べきりの呼びかけ（3010運動の推進）や、食事量の

調節が可能なメニューを導入するなど、食べ残しの削減を働きかけることとしま

す。また、食べ残した料理の持ち帰り希望者には、食品衛生面に留意したうえで、

自己責任での持ち帰り容器を利用するなど、食べ残しの削減について周知に努める

こととします。 
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オ．フードバンク活動団体の役割を理解し、未利用の食品等を積極的に提供するな

ど、有効活用を図ることとします。 

カ．売れ残った食品や食品残さなど、やむを得ず発生する食品廃棄物については、食

品リサイクルループの構築を推進し、食品ロスの削減に取り組むこととします。 

 

３ 消費者団体等の役割と行動 

 

消費者団体などの民間団体は、これまで実践してきた食品ロス削減に関する活動で得ら

れた知見やネットワーク等を活用し、市と連携しながら、食品ロス削減の取組を広く消費

者に普及・啓発していくように努めることとします。 

 

４ 市の役割と行動 

 

市は、全市的な食品ロス削減の運動を展開するため、推進体制を整備して、消費者、事

業者、関係団体との連携強化を図るとともに、削減の気運醸成や積極的な普及・啓発など

各種施策を実施し、食品ロスの削減を推進します。また、消費者、事業者、関係団体など

の取組を支援することとします。 
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第５章 計画の推進 

 

１ 計画の目標設定 

 

国の「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」では、家庭系食品ロス及び事業系

食品ロスの両方を２０００（平成１２）年度比で２０３０（令和１２）年度までに半減さ

せるという目標を設定しています。 

県においては、「大分県食品ロス削減推進計画」の中で家庭系食品ロス及び事業系食品

ロスの両方を２０００年度比で２０３０年度までに半減させることを目標としています。 

本市においては、国・県と同様に、家庭系食品ロス及び事業系食品ロスの両方を、 

２０００年度比で２０３０年度までに半減させることを目標とし、本計画の最終年度とな

る２０３０年度の食品ロス量の目標を、家庭系食品ロス量１１，６１４トン、事業系食品

ロス量６，５６３トン、合計１８，１７７トンとします。 

 

 

 

 

２ 計画の行動指標 

 

食品ロスの削減に向けた取組が進むよう、行動指標を設定し、進捗状況を把握していき

ます。また、目標の達成状況の検証結果などについては、広く情報提供するとともに、そ

の結果を踏まえ、必要に応じ、行動指標や施策の見直しなどを行うこととします。 

 

【削減目標】

市内
基準年度

2000（平成12）年度
現状値

2017（平成29）年度
目標年度

2030（令和12）年度

家庭系
食品ロス量

２３，２２９トン １２，６８０トン １１，６１４トン

事業系
食品ロス量

１３，１２６トン ７，８７１トン ６，５６３トン

合計 ３６，３５５トン ２０，５５１トン １８，１７７トン
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３ 計画の進行管理 

 

この計画の推進にあたっては、「大分市食品ロス削減推進計画策定委員会」を中心に、

消費者、事業者、関係団体との意見交換、情報共有・発信を積極的に行う中で、得られた

意見や情報などを具体的な取組に反映させるなど、食品ロス削減施策の一層の充実を図り

ながら、この計画の進行管理を行うこととします。 

 

  

内容
現状値

2020（令和2）年度
目標

2030（令和12）年度

1
食品ロスに関する
認知度

食品ロスに関する認知度
について、アンケート調
査を行う。

言葉も意味も知っている
８７.６％

言葉も意味も知っている
９５％

2

ごみ減量・リサイクル
推進懇談会及びまち
づくり出張教室の実施
回数及び参加した市
民(人)

懇談会及び出張教室を
開催し、食品ロスの削減
について講演を行う。

１２回：２７５人 ２４回：６００人

3
食品ロスダイアリー
及びアンケート調査に
協力した市民（人）

食品ロスダイアリーに
１週間取り組み、アン
ケート調査を実施する。

食品ロスダイアリーアン
ケート調査の回答者数

６９人
計画期間累計１，５００人

4
３０１０運動に協力した
店舗数

店舗に３０１０運動のポス
ターを掲示するなど、
「食べきり運動」への協力
を依頼する。

協力店舗数
１１４店舗

（令和元年度）
２００店舗

【行動指標】

指標
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＝参 考 資 料＝ 

 

 

 

 

 

 

  

出典：消費者庁食品ロスの削減の推進に関する法律資料 
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※　国・県の推計方法を参考に、大分市内の食品ロス量を推計したものです。

● 国（環境省）・県の推計方法に準じる。

①　「食品ロス量」の推計

● 国（農林水産省）・県の推計方法に準じる。

①　「食品廃棄物量」を推計

②　「食品ロス量」を推計

大分市における食品ロス量の推計方法及び目標値の設定

家庭系食品ロス量 事業系食品ロス量

基準年
2000(平成12）年度

23,229トン
基準年
2000(平成12）年度

13,126トン

現状値
2017(平成29)年度

12,680トン
現状値
2017(平成29)年度

7,871トン

目標年
2030(令和12）年度

11,614トン
目標年
2030(令和12）年度

6,563トン

上記で推計した食品廃棄物量に国のアンケート調査等で得られた「可食部割合（食品ロス割
合）」を乗じて「食品ロス量」を推計。

家庭系食品ロス量

市内の粗大ごみを除く可燃物排出量に、市の食品ロス実態調査によって得られた「可燃物排
出量に占める食品ロス率」を乗じて、「食品ロス量」を推計。

事業系食品ロス量

・食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等多量発生事業者［年間100トン以上］の定期報告実
績（大分県分）に、食品廃棄物等［年間100トン未満］の排出事業者の発生量（国の統計調査
結果）に大分県分を按分した推計値を加えた「大分県内の食品廃棄物量」に、大分市分を按
分して「食品廃棄物量」を算出。

・按分には、経済センサス活動調査の「従業員数」を用いた。

※中小企業庁の審議会で、「製造業やサービス業においては、従業員50人程度までは、従
業員規模と営業利益に正の相関が見られる。」とされている。
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◆ 用語解説◆ 

 

*1 【２０３０アジェンダ（ニーマルサンマルアジェンダ）】1ページ 

正式名称は「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」といい、

国連持続可能な開発サミットの成果文書である。前文には「このアジェンダは、人間、地球

及び繁栄のための行動計画である。」と書かれており、SDGsは、2001年に策定されたミレニ

アム開発目標Millennium Development Goals（MDGs）の後継となる目標である。 

 

*2 【ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジー・ズ）】1ページ 

「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称。2015年9月の国連サ

ミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までに

持続可能でよりよい世界を目指すための17のゴールと169のターゲットから構成される国際

目標。経済・社会・環境をめぐる広範囲な課題を不可分なものとして統合的に解決すること

を目指している。 

 

*3 【収穫後損失（シュウカクゴソンシツ）】1ページ 

 青果における「収穫後」とは農地での生産から、食卓に上るまでのバリュー・チェーン（事業

活動）のあらゆる時点を指し、収穫、出荷、貯蔵、加工、包装、輸送、そして販売までを含

む。青果物のロスは収穫後の流通過程における重大な問題であり、栽培条件から小売店で

の取り扱いまでのさまざまな要因が原因で起こる。明らかな食べものの無駄であるばかりで

なく、生産にかけられた人の手間、農場に投入された資源、暮らし、投資や水のような貴重

な資源の無駄でもある。 

 

*4 【サプライチェーン】1ページ 

 個々の企業の役割分担にかかわらず、原料の段階から製品やサービスが消費者の手に

届くまでの全プロセスの繋がり。生産や調達などの体制を柔軟に対応することで、余剰在庫

の削減など適正な生産体制を整えられる。 

 

*5 【食品ロス実態調査（ショクヒンロスジッタイチョウサ）】3ページ 

家庭系廃棄物から、食品廃棄物（厨芥類）を分類し、当該厨芥類の中に含まれる食べ残

し、手付かず(直接廃棄)等の組成を実態調査すること。 

 

*6 【３０１０運動（サンマルイチマルウンドウ）】4ページ 

飲食店等での会食や宴会時に、乾杯（開始後）30分間と終了前10分間は、離席せずに食

事を楽しむことで食べ残しをなくす取組。本市では、2016（平成28）年度から「食べきり！お

おいた3010運動」の普及・啓発を行っている。 

 

*7 【「消費期限（ショウヒキゲン）」「賞味期限（ショウミキゲン）」】7ページ 

いずれも未開封で定められた方法に従って保存した場合に、「消費期限」は、品質が劣

化しやすく、速やかに消費すべき食品で、腐敗や、変敗、その他品質の劣化に伴い安全性

を欠くこととなるおそれがないと認められる期限。「賞味期限」は、品質の劣化が比較的緩や

かな食品で、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限。 
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*8 【食品ロスダイアリー（ショクヒンロスダイアリー）】9ページ 

食品ロスのなかで最も身近な一般家庭から排出される食品ロスに着目し、食べ残しや消

費期限切れ等で廃棄する食品を毎日記録することで、食品ロスの「見える化」を図り、食品ロ

ス削減につなげる取組。 

 

*9 【使いきりクッキング（ツカイキリクッキング）】9ページ 

食品ロス・生ごみ減量のための「3きり運動」（使いきり・食べきり・水きり）を、家庭で実践で

きるための料理教室。大分市が市民を対象に実施している。 

 

*10 【ローリングストック法（ローリングストックホウ）】9ページ 

日常的に非常食を食べて、食べたら買い足すという行為を繰り返し、常に家庭に新しい

非常食を備蓄する方法。 

 

*11 【フードバンク】11ページ 

賞味期限内にもかかわらず、様々な理由により食品関連事業者等による販売が困難と

なった食品やフードドライブ活動で集まった食品などの寄付を受けて、福祉施設や食べ物

に困っている方々に無償で提供する取組。 

 

*12 【フードドライブ】11ページ 

家庭で余っている食品を地域のイベントや学校、職場などに持ち寄り、それを必要とし

ているフードバンク等の福祉団体や施設等に寄付する活動。 

 

*13 【エコフィード】12ページ 

“環境にやさしい”（ecological）や“節約する”（economical）等を意味する“エコ”（eco）と

“飼料”を意味する“フィード”（feed）を併せた造語。食品製造副産物（醤油粕や焼酎粕

等、食品の製造過程で得られる副産物）や売れ残った食品（パンやお弁当等、食品として

利用がされなかったもの）、調理残さ（野菜のカットくず等、調理の際に発生するもの）、農

場残さ（規格外や未利用の農産物等）を利用して製造された家畜用飼料。 

 

*14 【食品リサイクルループ（ショクヒンリサイクルループ）】12ページ 

食品リサイクル法に基づく再生利用事業計画の取組の一環で、地域で完結する循環型

モデル。食品製造工場や食品販売店等で排出された食品残渣を回収、飼料や肥料にリ

サイクルし、それを利用し家畜や野菜を育て、販売するというように食品廃棄物を資源とし

て循環させるもの。 

 

*15 【１／３ルール（サンブンノイチルール）】13ページ 

賞味期間の1／3以内で小売店舗に納品する商慣例。賞味期間の1／3を超えて納品で

きなかったものは、賞味期限まで多くの日数を残すにも関わらず、行き先がないまま廃棄と

なる可能性が高い。 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

大分市 環境部 環境政策課 

〒870-8504 大分市荷揚町2番31号 

電話 097－537-5687 

 


